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△ サーバー用パソコンの耐用年数は5年に

Q :パソコンの耐用年数が短縮されるそう

ですが、何年になるのでしょうか。

A ：6年とされていた耐用年数が、4年ま

たは5年に短縮されます。

【解説】

平成13年度の改正により、パソコンをは

じめとする電子計算機の耐用年数が短縮され

ることになりました ◎

今回公表された改正耐用年数省令では、

｢器具及び備品」の部の「事務機器及び通信

機器」の欄にある「電子計算機6年」が 、

｢電子計算機パーソナルコンピュータ（サ

－バー用のものを除く）4年」「電子計算

機 その他の もの5年」へと短縮され て い

ます°

これにより、いわゆるパソコンであっても

ネットワークのサーバーの用途に用いられて

いるものは、「その他のもの5年」の耐用

年数が適用されることになりますので注意が

必要です。どのような環境でどのように用い

られているかを踏まえて判定することが必要

になるわけです。

この改正は、法人の場合、平成13年4月

1日以後に開始する事業年度から、個人の場

合、平成13年分以後の所得税からそれぞれ

適用されることになります。

なお、今回の改正耐用年数省令には、税制

適格の会社分割等により分割法人等から中古

減価償却資産の引き継ぎを受けた場合の規定

も新設されています。


